
　
特別定額給付金（10万円給付）の給付手続きについて
 「特別定額給付⾦」の申請受付を５⽉７⽇（⽊曜⽇）から開始しております。給付⾦の受給には町への申請が必要です。

 感染拡⼤防⽌の観点から、給付⾦の申請は下記の⽅法を基本とし、給付は原則として世帯主（申請・受給者）
の本⼈名義の銀⾏⼝座への振込により⾏います。

 (1) 郵 送 申 請 ⽅ 式 ・・・町から郵送されてくる申請書に必要事項と書類を添付し、町へ提出する⽅法。
 (2) オンライン申請⽅式 ・・・ マイナンバーカードを利⽤し、マイナポータルの「ぴったりサービス」から

必要情報を⼊⼒し電⼦申請を⾏う⽅法。

 上記 (1)、(2) のいずれか⼀⽅で申請してください。

※ 申請書は 令和2年5⽉7⽇（⽊曜⽇）に簡易書留にて送付しております。

 「特別定額給付⾦申請書在中」と書かれた茶封筒（画像：左）を送付
しております。申請書と本⼈確認書類（運転免許証、保険証など）
のコピー、振込⼝座の通帳またはキャッシュカードのコピーを準
備の上、同封してある⻩⾊い返信⽤封筒（画像：右）で返送してください。

申請受付期限 令和２年８⽉７⽇（⾦曜⽇）
※ 期限を過ぎてからの申請はできませんので、⼿続きはお早めにお願いします。
 コピーが取れない⽅、書き⽅が分からない⽅は、役場本庁 2 階（企画調整課）、内之浦総合⽀所（町⺠⽣活課）、
岸良出張所にて窓⼝受付も⾏っておりますのでお気軽にお越しください。
 申請書が届いていない⽅は下記へお問い合わせください。

■お問い合わせ先：肝付町役場 企画調整課 0994（65）8422
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